
 

 

 

 

令和７年度 第３２回 大石田町農業委員会総会議事録 

 

 

招集通知年月日  令和８年１月２６日 

開 催 日 時  令和８年１月２６日（月）午後３時３０分～午後３時５８分 

開 催 場 所  大石田町役場３階 大会議室 

出 席 者 数  農業委員 １４名  推進委員 ２名 

欠 席 者 数  農業委員  ０名   

出 席 委 員  会長 青木 忠弘 

         会長職務代理 遠藤 史夫 

 

◎農業委員 

  1番 工藤秀春   2番 齊藤 誠   3番 榎本義篤 

4番 星川奈穂   5番 伊藤芳夫     6番 土屋隆志    

7番 髙橋 勉   9番 井上和巳  10番 髙橋 肇   

11番  笹原 剛   12番 三浦清孝 

 ◎推進委員 

            1番 髙橋金雄  2番 奥山彦也 

 

 

 

 ≪出席事務局職員≫ 

             事 務 局 長    八鍬 誠 

             事務局 主 査    横山達也 

             行 政 専 門 員    鈴木 太 

               

 

 

 

 

  



 

 

総 会 の 経 過 と 結 果 

◇午後３時３０分◇ 

■会長 

大石田町農業委員会会議規則第６条第１項により開会を宣した。 

■会長 

会長挨拶を行う。 

■議 長 

大石田町農業委員会会議規則第５条第２項により議長となり進行する。 

大石田町農業委員会会議規則第１６条第２項に必要な議事録署名人の選任方法について委員に諮

ります。 

（議長一任の声あり） 

１１番 笹原委員、１２番 三浦委員にお願いしたいと思います。 

続いて、４．業務報告に移りたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

４．業務報告について説明をする。 

■議 長 

皆さんから質問や意見などありませんでしょうか。 

■６番委員 

新春祝賀会があった。 

■事務局 

失礼しました。仕事始めの５日、新春祝賀会が開催され、会長から出席いただいております。ありがと

うございます。 

■議 長 

前は農業委員全員招待されていたが、今は会長だけです。 

その他に何かありますか。 

（意見なし） 

議事に入りたいと思います。第７８号議案「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知につ

いて」事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

第７８号議案「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について」説明をする。 

■議 長 

ただ今の事務局の説明でしたけども、この案件は決まっておるということで、別にないと思いますんで、

次の第７９号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

第７９号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」説明をする。 

■議 長 

それでは、所有権移転の３件について意見を求めたいと思います。第１号案件は地元委員に意見を

求めたいと思います。 

■推進委員 

２０年ほど前から○○さんが借りて作っていた田んぼですので問題ないと思います。 

■議 長 

次に、２号案件の地元委員に意見を求めたいと思います。 

■２番委員 

○○さんは大石田の方でしたが、東京に住んでおりますので、かなり長い、３０年以上遊休地になっ



 

 

ておりました。そこを、自家消費用の野菜を作りたいということで、○○さんは大変結構だなと思います。 

■議 長 

次に、３号の件は地元委員に意見を求めます。 

■３番委員 

○○さんの自宅を売るということで、それに付随した農地になります。○○さんの方で野菜も作るって

いうことでしたのでなんら問題はないと思います。 

■議 長 

それでは、ただ今の１号案件から３号案件まで、皆さんの意見や質問を求めたいと思います。 

（意見なし） 

ないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、賃貸借権の新規の３件に入りたいと思います。２号と３号を除いて１号案件だけ入りたいと思い

ます。１号案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■４番委員 

○○さん本人が耕作しておりましたが、仕事が忙しく縮小したいという希望があり、○○さんが耕作す

ることになりました。○○さんは駒籠地区の担い手でもありますし、農地拡大の意向もあるので問題ないと

思いますのでよろしくお願いします。 

■議 長 

次に、２号案件について委員が参与制限にあたりますので退席を求めます。 

（委員退席） 

２号案件について地元推進委員に意見を求めます。 

■推進委員 

○○君は認定農業者なので別に問題はないと思います。 

■議 長 

３番の案件は私が参与制限にあたりますので、１号と２号案件のみ皆さんより質問や意見などを受け

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

（意見なし） 

異議なしという声がありました、１号案件と２号案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

（委員入室） 

委員に報告します。全員賛成ということでよろしくお願いします。 

３号案件は私が参与制限にあたりますので、ここで会長職務代理と交代したいと思います。 

■会長職務代理 

それでは、農業委員会等に関する法律の第３０条に基づきまして、会長に代わりまして代理に議長を

務めさせていただきます。 

（会長退室） 

この件について、地元委員の方から意見をお願いしたいと思います。 

■４番委員 

前耕作者の方が高齢のために辞めることになり、隣に田んぼを作っていた会長が耕作することになっ

たそうです。 

■会長職務代理 

それでは、この３号案件について皆さんより質問や意見を求めたいと思います。 



 

 

（意見なし） 

それでは、異議なしというお声がありましたので、特に質問や意見がありませんので採決に入りたいと

思います。この案件につきまして賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということで、３号案件については議決したいと思います。 

（会長入室） 

それでは、会長に報告いたします。ただ今の第３号案件につきましては、全員賛成で議決されました

のでご報告いたします。 

それでは、会長と交代いたします。 

■議 長 

それでは、賃貸借権の集積計画からの再設定を事務局より説明をお願いしたいと思います。 

■事務局 

これも再設定になりますので。 

■議 長 

次に、第８０号議案「大石田町農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取について」事務局

より説明をお願いしたいと思います。 

■事務局 

第８０号議案「大石田町農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取について」説明をする。 

■議 長 

ただ今の事務局の説明でありましたけども、質問や意見などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、６．報告に入りたいと思います。事務局よりお願いします。 

■事務局 

６．報告についてはございません。本日の農地部会の結果については、２月にお配りします。 

■議 長 

それでは、皆さんの方から何かありましたらよろしくお願いします。 

（報告なし） 

ないようですので、７．その他（１）今後の予定について事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

７．その他の（１）今後の予定について説明をする。 

■議 長 

その他にありませんか。 

（意見なし） 

なかったら、閉会をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

以上会議の顚末を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

令和８年１月２６日  

 

 

第３２回農業委員会総会       議 長                
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